
４月の町税等納期

○上下水道料金 ４月分　 【4/21(火）】

○町営住宅使用料 ４月分【4/27(月）】

※【　　】納期限日

　口座振替を利用していない方は、手

続き簡単で便利な口座振替のご利用を

ご検討ください。

行政 ・ 人権相談

　町では、町民の皆さんの行政に対

する意見や要望、日頃生活する上で

の困り事など、さまざまな内容の相

談を受けるための行政相談と人権相

談を行っています。

■期　　　日　５月11日（月）

■相談時間　午前10時〜午後3時　

■場　　　所　�国際交流会館101会議室

　

こ
の
制
度
は
解
雇
や
給
料
の
不
払

な
ど
個
々
の
労
働
者
と
事
業
主
の
間

の
労
働
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル
（
労
働
事

件
）
を
解
決
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

今
後
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
し
た
申
立
て
や
事
件
記
録
の
電
子

化
等
、
国
民
の
皆
さ
ん
が
利
用
し
や

す
い
制
度
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

�

青
森
地
方
裁
判
所
総
務
課
庶
務
係

　

☎
０
１
７
（
７
２
２
）
５
４
２
１

　

西
北
地
区
特
別
支
援
連
携
協
議
会

で
は
、
相
談
支
援
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー
「
ね
っ
と
！
ひ
ま
わ
り
」
を
設
置

し
て
、
遊
び
や
学
び
、
発
達
な
ど
、

子
育
て
に
関
す
る
相
談
や
支
援
を
行

っ
て
い
ま
す
。

▽
開
設
場
所

　

鶴
田
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
鶴

遊
館
」（
鶴
田
字
沖
津
１
９
３
）

▽
開
設
日

　

�

５
月
12
日
・
６
月
２
日
・
７
月
７
日

　

８
月
４
日
・
９
月
８
日
・
10
月
６
日

　

11
月
17
日
・
12
月
８
日

▽
対
象
者

　

�

乳
児
か
ら
高
校
生
、
ご
家
族
や
担

任
の
先
生
な
ど

※�

相
談
は
無
料
。
事
前
予
約
制
の

た
め
、
相
談
日
の
１
週
間
前
ま

で
に
電
話
ま
た
は
メ
ー
ル
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

�

西
北
地
区
特
別
支
援
連
携
協
議
会

「
ね
っ
と
！
ひ
ま
わ
り
」
事
務
局

　

☎ 

０
１
７
３
（
26
）
２
６
１
０

　

メ
ー
ル
：�h

i
m
a
w
a
r
i
-
m
r
t
.
s
h
@

a
s
n
.
e
d
.
j
p

　

青
森
県
電
気
機
械
器
具
製
造
業
最

低
工
賃
が
、
令
和
８
年
５
月
１
日
か

ら
改
正
さ
れ
ま
す
。

○
改
正
内
容

　

３
品
目
３
工
程
５
規
格
の
最
低
工

賃
額
を
、
１
０
０
単
位
（
本
・
端
子
・

回
・
個
）
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
２

円
35
銭
～
１
０
７
円
５
銭
引
き
上
げ

る
（
引
上
率
20
・
63
％
）
も
の
。

　

詳
し
く
は
、
青
森
労
働
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎ 

０
１
７
（
７
３
４
）
４
１
１
４

　

宮
下
知
事
が
出
向
い
て
県
民
の
皆

さ
ま
の
声
を
お
聴
き
す
る
、
県
民
対

話
集
会
「
＃
あ
お
ば
な
」
の
実
施
団

体
を
募
集
し
ま
す
。

▽
対
象

　

県
内
所
在
の
10
名
程
度
の
参
加
者

が
見
込
ま
れ
る
団
体
等

▽
募
集
期
間

　

５
月
15
日
（
金
）
～
５
月
29
日
（
金
）

▽
実
施
期
間

　

令
和
８
年
７
月
13
日
（
月
）
～

税
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
車

検
更
新
の
際
は
、
運
輸
支
局
等
に
お

い
て
納
付
確
認
を
電
子
的
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
た
め
、
納
税
証
明
書
の

提
示
を
省
略
で
き
ま
す
が
、
振
替
後

す
ぐ
に
車
検
を
受
け
る
場
合
に
は
、

納
税
証
明
書
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
県
西
北
県
税
事
務
所　

　

納
税
管
理
課

　

☎ 

０
１
７
３
（
34
）
２
１
１
１

　

労
働
審
判
制
度
は
平
成
18
年
４
月

に
開
始
さ
れ
、
令
和
８
年
に
制
度
開

始
20
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

県
で
は
、
自
動
車
税
の
口
座
振
替

の
申
込
み
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

令
和
８
年
度
分
か
ら
口
座
振
替
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
納
税
者
本
人
の

通
帳
と
預
金
届
出
印
を
持
参
の
う

え
、
４
月
30
日
ま
で
に
、
各
取
扱
金

融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）

ま
た
は
各
県
税
事
務
所
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の
場

合
は
、
最
寄
り
の
郵
便
局
に
直
接
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

す
で
に
口
座
振
替
を
申
し
込
ま
れ

て
い
る
方
で
も
、
自
動
車
の
買
換
え

や
ナ
ン
バ
ー
変
更
に
よ
り
申
込
内
容

が
変
更
と
な
っ
た
場
合
は
、
所
定
の

変
更
・
廃
止
届
や
依
頼
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
の
場
合
、
口
座

振
替
済
通
知
書
お
よ
び
自
動
車
税
納

　町の防災行政無線では、災害情

報や町のイベント情報などを町民

の皆さまに周知しています。

　放送内容が聞き取れなかった場

合、下記の方法で確認できます。

防災無線を聞き逃したら！

◆電話で確認

　☎ ： 0173-23-2333
◆町ホームページで確認

　http://www.town.tsuruta.lg.jp/

労
働
審
判
制
度
は

20
周
年
を
迎
え
ま
し
た
！

自
動
車
税
の
口
座
振
替

相
談
支
援
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

「ね
っ
と
！
ひ
ま
わ
り
」

青
森
県
電
気
機
械
器
具
製
造
業

最
低
工
賃
の
改
正

宮
下
知
事
と
対
話
し
よ
う
！

「＃
あ
お
ば
な
」
実
施
団
体
募
集
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 【有料広告】	

　

皆
さ
ま
が
作
成
し
た
自
筆
証
書
遺

言
書
を
法
務
局
に
預
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
法
務
局
が
遺
言
書
を
大
切

に
保
管
し
ま
す
の
で
、
遺
言
書
の
紛

失
や
誰
か
に
改
ざ
ん
さ
れ
る
と
い
っ

た
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。
遺
言
書
が

あ
れ
ば
自
身
の
財
産
を
確
実
に
ご
家

族
等
に
託
す
こ
と
が
で
き
、
相
続
を

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
も
未
然
に
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
ポ
イ
ン
ト

・�

紛
失
や
改
ざ
ん
の
心
配
が
な
く
、

相
続
開
始
後
の
家
庭
裁
判
所
の
検

認
手
続
が
不
要

・�

遺
言
者
が
亡
く
な
っ
た
後
に
、
指

定
し
た
方
へ
通
知
い
た
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局

　

☎
０
１
７
３
（
34
）
２
３
３
０

　

相
談
員
が
借
金
の
状
況
等
を
お
伺
い

し
、
必
要
に
応
じ
て
弁
護
士
等
に
引
継

ぎ
を
行
い
ま
す
。

　

秘
密
厳
守
・
無
料
で
す
。

▽�

受
付
時
間

　

�

月
～
金　

８
時
30
分
～
12
時
、

　
　
　
　
　

12
時
30
分
～
16
時
30
分

▽�

相
談
専
用
電
話

　

☎
０
１
７
（
７
７
４
）
６
４
８
８

■
問
い
合
わ
せ
先

　

東
北
財
務
局
青
森
財
務
事
務
所

　

理
財
課

　

☎
０
１
７
（
７
２
２
）
１
４
６
３

　
　
　
　
　

９
月
30
日
（
水
）

▽
応
募
方
法

　

二
次
元
コ
ー
ド
を
読
み
込
ん
で
、

専
用
応
募
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込
み

■
問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
県
総
務
部 

広
報
広
聴
課

　

☎ 

０
１
７
（
７
３
４
）
９
１
３
８

　

所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
住
所
や

氏
名
の
変
更
登
記
が
さ
れ
な
い
た

め
、
登
記
簿
を
見
て
も
所
有
者
の
住

所
や
氏
名
が
分
か
ら
な
い
「
所
有
者

不
明
土
地
」
が
増
加
し
、
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。
令
和
８
年
４
月

１
日
か
ら
、
こ
れ
ま
で
任
意
だ
っ
た

住
所
、
氏
名
お
よ
び
会
社
・
法
人
の

名
称
の
変
更
登
記
が
法
律
上
義
務
化

さ
れ
ま
す
。

▽
ポ
イ
ン
ト

・�

不
動
産
の
所
有
者
は
、
住
所
や
氏

名
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
２
年

以
内
に
変
更
登
記
の
申
請
が
必
要

・�

改
正
前
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
も

対
象
と
な
り
、
令
和
10
年
３
月
31

日
ま
で
に
変
更
登
記
が
必
要

・�

正
当
な
理
由
な
く
違
反
す
る
と
、

５
万
円
以
下
の
過
料

■
問
い
合
わ
せ
先

　

青
森
地
方
法
務
局
五
所
川
原
支
局

　

☎
０
１
７
３
（
34
）
２
３
３
０

借
金
に
関
す
る
相
談
窓
口

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら　

住
所
・

名
前
の
変
更
登
記
が
義
務
化

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

【帯状疱疹ワクチン】 ※１

●対象者

①�令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月

31 日迄に 50、55、60、65、70、75、

80、85、90、95、100歳になる方 

② �60～ 64歳の方（誕生日を迎えてか

ら 1年間）で、ヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害があ

る方
【高齢者用肺炎球菌ワクチン】 ※２

●対象者

① �65 歳の方（誕生日を迎えてから 1

年間）

② �60 ～ 64歳の方（誕生日を迎えて

から 1年間）で、厚生労働省令で

定める心臓、腎臓、呼吸器の機能

の障害又はヒト免疫不全ウイルス

による免疫の機能に障害がある方

※�１、２ともにそれぞれのワクチンを

過去に１度でも接種された方を除

きます。
★�詳細は4月下旬に健診申込書と一緒

に配布されるチラシをご覧下さい。

●助成対象用具

①�ウイッグ：治療に伴う脱毛に対処

するために一時的に着用するもの

（毛付き帽子及びウイッグ装着時

に皮膚を保護するネット、ウイッ

グスタンド含む）

②�乳房補整具：補整下着、補整パッ

ドまたは人工乳房（乳房再建術に

よるものは除く）

●助成金額

　助成対象経費（税込）の２分の１　

　上限30,000円

※�申請回数は、それぞれにおいて１

回までとします（上記②は左右そ

れぞれ1回ずつ申請可能）。

●申請期限

　購入日から１年以内

町の保健だより
： 子ども健康課　健康推進係問

妊婦用RSウイルス感染症

予防接種のお知らせ

　国では、令和 8年 4月 1日から妊

婦の RSウイルス感染症予防接種（母

子免疫ワクチン）を全額公費負担と

することを決定しました。　　　

　対象者には妊娠届出時に予診票を

お渡しします。

　接種を希望される方は、必ずかか

りつけの医師と相談したうえで接種

してください。

●接種スケジュール

　妊娠 28 週 0日から 36 週 6日まで

の間に１回

※�公費負担となるのは、令和 8年 4

月 1日以降に接種した方のみです。

●申込方法

　かかりつけの産婦人科等にて直接

お申込みください。

がん治療に伴うウイッグなど医療用

補整具購入費用の一部を助成します

５月１日からワクチン接種

費用の一部を助成します
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【令和８年４月１日付】※（　）内は旧職名

■ 課長級課長級

◇�企画交流課長（選挙管理委員会事務局次長）山本清太郎

【昇任】

◇�建設整備課長（企画交流課長）佐々木智寿

◇�選挙管理委員会事務局次長（税務会計課長補佐・資産

税係長事務取扱）工藤大志【昇任】

■ 次長級次長級

◇�税務会計課長補佐・資産税係長事務取扱（総務課・係長）

川村奈奈【昇任】

◇�建設整備課長補佐・上水道係長事務取扱（建設整備課

長補佐・下水道係長事務取扱）永田忠孝

■ 課長補佐級課長補佐級

◇�農業振興課担い手支援係長（教育委員会・主査）加賀

谷祐一【昇任】

◇�総務課人事係長（企画交流課・係長）三浦千香子

◇�企画交流課交流係長（福祉介護課・係長）佐藤琴美

◇�福祉介護課介護保険係長（子ども健康課健康推進係付

係長）髙橋聖子

◇�建設整備課下水道係長（農業振興課・係長）寺山倫宏

■ 係長級係長級

◇�建設整備課下水道係主幹（建設整備課長）渋谷寿

　【役職定年に伴う降任】

■ 主幹級主幹級

■ 主任主査 ・ 主査級主任主査 ・ 主査級

◇�総務課管財係主査（総務課・主事）成田尚弥【昇任】

◇�企画交流課ＤＸ推進係主査（企画交流課・主事）藤井

秀彰【昇任】

◇�税務会計課出納徴収係主査（税務会計課・主事）笹森

健斗【昇任】

◇�教育委員会社会教育係主任主査・公民館（農業振興課・

主任主査）石村林太郎

◇�総務課管財係主査（農業振興課・主査）山田稔

◇�農業振興課生産振興係主査（商工観光課・主査）大平

利哉

◇�福祉介護課障がい支援係主査（総務課・主査）渋谷大樹

◇�福祉介護課地域福祉係主査（教育委員会・主査）會澤和

■ 一般職員一般職員

◇�総務課財政係主事（総務課・主事）成田龍矢

◇�企画交流課計画係主事（建設整備課・主事）花田遼暉

◇�農業振興課生産振興係主事（福祉介護課・主事）岡謙利

◇�建設整備課地域住宅係主事（企画交流課・主事）笹森弾

◇�建設整備課上水道係主事（建設整備課・主事）澤田凌太

◇�教育委員会社会教育係主事（建設整備課・主事）川村

海周

■ 派遣派遣

◇�青森県（福祉介護課・主事）奥瀬翔太

◇�つがる西北五広域連合（税務会計課・主事）田中歩

◇�つがる西北五広域連合（派遣更新）成田和磨

◇�つがる西北五広域連合（派遣更新）神達郎

◇�つがる西北五広域連合（派遣更新）下山繭

◇�つがる西北五広域連合（派遣更新）出町百代

◇�つがる西北五広域連合（派遣更新）坂本鮎美

■ 新採用新採用

◇�税務会計課住民税係主事　川村悠陽

◇教育委員会学務総務係主事　寺沢莉乃

■ 退職 （３月３１日付）退職 （３月３１日付）

◇普通退職（総務課管財係主査）須藤雄太

◇普通退職（住民環境課戸籍住民係主査）吉田麻衣美

◇普通退職（子ども健康課子育て支援係主事）坂日菜子

◇普通退職（商工観光課観光係用務員）齊藤満

■ 再任用再任用

◇�建設整備課地域住宅係専門員（更新）佐藤一人

◇総務課管財係運転手兼用務員（更新）中野友三

◇�鶴田小学校用務員（更新）山田修弘

◇鶴田中学校用務員（更新）長内順藏

◇�商工観光課観光係用務員（更新）中野正幸

◇�商工観光課観光係用務員（更新）工藤教弘

◇税務会計課住民税係専門員（更新）駒井宏俊

◇�教育委員会社会教育係専門員・公民館（任期満了）笹

森悦子

■ 単労職単労職

◇�鶴田中学校用務員（鶴田小学校用務員）澁谷真一

◇�鶴田小学校用務員（教育委員会用務員・公民館）中野

康宏

◇�教育委員会社会教育係用務員・公民館（鶴田中学校用

務員）八木橋祐生

こちら町の情報局

◇�子ども健康課国保年金係主事（つがる西北五広域連合・

派遣解除）竹内真友希

◇�商工観光課商工係主事（青森県後期高齢者医療広域連

合・派遣解除）松山隼斗

町職員人事異動町職員人事異動

102026年（令和８年）４月号



▶申込方法：就活サイト「マイナビ2027」から申込み（インターネットのみ）

　　　　　  【https://job.mynavi.jp/27/pc/search/corp207916/outline.html】

■問い合わせ先 ： 鶴田町役場 総務課人事係　☎ ： 0173-22-2111 （内線272）

４/20 　～６/ ３

募集職種募集職種

　　一般行政　　一般行政

【令和９年４月採用】

鶴 田 町 職 員鶴 田 町 職 員

募 集 中募 集 中
(大学卒業程度)(大学卒業程度)

　鶴田町では、 令和８年度職員採用試験　鶴田町では、 令和８年度職員採用試験

（大学卒業程度） を行います。（大学卒業程度） を行います。

＼ ご応募お待ちしております ／

1次試験1次試験

　　建築　　建築※※

受験申込手続受験申込手続

▶試験内容：SPI3検査（性格検査、基礎能力検査）

▶試験会場：�全国のSPI3テストセンター

　　　　　　（青森県内は青森kbsビル会場）月

平成９年４月２日以降に生まれた方で、大学卒業以上の学歴を有する方（令和９年３月卒業見込者を含む）

申込期限 ： 令和８年申込期限 ： 令和８年５５月月８８日 （金）日 （金） までまで

１名
程度

若干名

令和８年

※�一級または二級建築士の免許を有する方

　（令和９年３月免許取得見込者を含む）

　現在、紙媒体の町議会広報については、町発行の「広報つるた」の中で、毎月（議会予定日お知らせ

月を除く）の「つるたまち議会活動報告」のほか、３ヶ月ごとの「議会の窓」にて、定例会における一

般質問の要旨を町民の皆さまにお知らせしています。

  しかし、議会の広報誌については、議会単独での発行が主流となっており、県内の30町村議会の状況

を見ても、８割を超える25町村議会が議会単独で発行しています。

  町議会としても、議会活動を幅広く町民に周知し、より透明性の高い議会を目指すべく、わたくし工

藤をはじめ、長内勝靖委員、佐藤剛委員、瀬戸弘之委員の計４名が委員となっている議会図書室運営委

員会を議会広報図書委員会に再編し、将来的な議会広報の単独発行に向けて取り組んでまいりますので、

皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

つるたまち議会活動報告つるたまち議会活動報告 VOL.19（文責：広報図書委員長　工藤一雄）

こちら町の情報局

水
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林野火災注意報 ・ 林野火災警報林野火災注意報 ・ 林野火災警報

２０２６年４月１日から２０２６年４月１日から

こちら町の情報局

五所川原地区消防事務組合

　消防本部　警防課　　☎：0173-35-2023

　五所川原消防署　　　☎：0173-35-2019

　北部中央消防署　　　☎：0173-57-2370

　鶴田消防署　　　　　☎：0173-22-2131

◎林野火災注意報　対象期間中（１～５月、 １０月～１２月）、次の①または②の条件に該当する場合

　①�前３日間の合計降水量が１㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下

　②�前３日間の合計降水量が１㎜以下かつ乾燥注意報が発表された場合

【組合ＨＰ】

運用開始運用開始

発令時は発令時は

火の使用が制限火の使用が制限されますされます

◎林野火災警報
　林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報等が発表された場合。

①山林、原野等で火入れをしないこと。

②煙火を消費しないこと。（がん具用の花火を含む。）

③屋外で火遊びやたき火をしないこと。

④屋外では、燃えやすい物や爆発しそうな物、その他燃えやすい物の近くで喫煙しないこと。

⑤�山林、原野等の場所で、消防事務組合管理者が火災が発生するおそれが大であると認めて、指定した区

域内において喫煙をしないこと。

⑥残火（たばこの吸殻を含む）、取灰や火粉を始末すること。

火の使用制限の基準

「火の使用制限」 に違反すると

○林野火災注意報　⇒　罰則の伴わない注意喚起

○林野火災警報　　⇒　�30万円以下の罰金または

拘留

　林野火災注意報・警報が発令された場合は、管内の

事務組合のホームページやSNS、消防車両等での巡回、

構成市町のSNS等により周知、広報します。

火の使用制限区域火の使用制限区域

鶴田町の規制対象区域は、太線の内側

　火の使用制限に関する具体例や火の使用

制限区域等、詳細については、各管内の消

防事務組合ホームページをご覧ください。

林野火災注意報 ・ 警報の発令基準

122026年（令和８年）４月号



こちら町の情報局

 【有料広告】	

バーベキュー施設スペース貸し出しバーベキュー施設スペース貸し出し

令和８年４月１８日 （土） ～１０月３１日 （土）　まで

利用時間　９ ： ００～１６ ： ００ まで

貸出区画は全８区画、 １区画あたり６名程度でのご利用が可能

（利用人数が７名以上の場合、 ２区画の予約が可能）

鶴田町公式ＬＩＮＥアカウントより予約
※予約は、利用希望日の３営業日前までにお願いいたします。

　（例：4月26日(日)に利用を希望の場合、4月22日(水)までに予約）

予約

方法

注意

事項

・利用当日は、直接バーベキュー施設へお越しください。現地での受付等は不要。

・バーベキューコンロ・炭・網・食材等は、全てご自身でご用意ください。

・ゴミは全てお持ち帰りをお願いいたします。

・使用済みの炭は、所定の場所へ廃棄してください。

※火気の使用が許可されているのはバーベキュー施設のみに限られています。

※当日の状況により、急遽ご利用をお断りさせていただく場合がございます。

■問い合わせ先 ： 鶴田町役場 商工観光課 観光係　☎ ： 0173-22-2111 （内線252 ・ 253）

　富士見湖パーク内のバーベキュー施設スペースを貸し出しいたします。

予約方法 町公式LINE

貸出期間

富士見湖パーク

利用料金 無　料

貸出区画
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マイナンバーカード休日窓口マイナンバーカード休日窓口

事前予約が必要です。※予約がない日は閉庁します

・ マイナンバーカードの申請 ・ 受取

・ 電子証明書の更新

・ 暗証番号の変更、 再設定

問 ： 住民環境課 戸籍住民係　　☎ ： 0173-22-2111

５ 月 ９ 日 （ 土 ）

9 ： 00 ～ 12 ： 00

予約受付

内

容

次
回
開
催

有料広告募集中

　広報つるたでは有料広告を募集しています。

　掲載の1か月までに申込みが必要です。

　会社のPR、 商品の紹介、 イベントの告知など

にご活用ください。

問　企画交流課　計画係　　
　　☎0173-22-2111

◀町ホームページ

 有料広告募集

　鶴田町給食センターでは、地産地消を推進するため地元で採れた新鮮で安全安心な農産物を給食セン

ターに提供してくださる方 （学校給食応援隊） を随時募集しています。

　子どもたちの学校給食に地元の食材を提供してみませんか？

学校給食学校給食にに農産物農産物をを提供しませんか？提供しませんか？

■問い合わせ先 ： 鶴田町学校給食センター　☎ ： 0173-22-3171

どんな野菜を

提供できますか？？
大根、にんじん、きゅうり、

ミニトマト、ジャガイモなど

その他、ご相談をお受けしま

す。

食材の

購入価格は？？
町が契約している業者の

入札価格で買い取ります。

数量が少ないけど大丈夫？？

少なくても大丈夫。グループでの

提供も大歓迎。

とにかくお電話ください。

子どもたちに
新鮮な地元食材を
食べてほしい♪

町農家の皆さまへ

学校給食応援隊学校給食応援隊をを募集します募集します

　全国健康保険協会（協会けんぽ）青森支部は、主に県内の中小企業にお勤めの従業員とそのご家族が加

入する健康保険です。

　令和８年度における青森支部の健康保険料率 ・ 全国共通の介護保険料率は以下のとおりです。また、令

和８年４月（５月納付分）から子ども・子育て支援金が開始されます。

 健康保険料率 

9.85％

令和８年３月分( ４月納付分)

（現行9.85％） （現行 1.59％）

令和８年度 協会けんぽ青森支部の保険料率令和８年度 協会けんぽ青森支部の保険料率

 介護保険料率 

問 ： 全国健康保険協会　青森支部　　☎ 017-721-2799

1.62％

令和８年３月分( ４月納付分)

 子ども ・ 子育て支援金率 

0.23％

令和８年４月分より新たにスタート

加入者 ・ 事業主の皆さまへ

142026年（令和８年）４月号



卵焼き器で作るりんごケーキ卵焼き器で作るりんごケーキ

　やわらかくなったりんごを使っても大丈夫なおやつです。バターとグ

ラニュー糖が焦げた香ばしさと苦みが、甘めのホットケーキミックスに

よく合います。ぜひ、お試しください。

食改
おすすめ
レシピ

【１人分栄養素：157kcal／食塩相当量0.33g】

地場産品を使った料理/食生活改善推進協議会「みつば会」監修

◆作り方
① りんごは皮付きのまま薄切にする。

② ボウルにホットケーキミックス、卵、牛乳を加えて混ぜ合わせる。

③ �卵焼き器にバターを溶かし、りんごを並べ、グラニュー糖を振り

かける。

④ �②の生地を流し入れ、アルミホイルでふたをして、弱火で10～ 15

分焼く。

⑤ 裏返して５分焼く。

★ポイント
　フライパンでも作れますが、卵焼き器を使えば簡単に裏返すことができま

す。卵焼き器の大きさで厚みが変わるので、火加減と加熱時間は調整してく

ださい。ホットケーキミックスがない場合は、小麦粉120g＋ベーキングパウ

ダー 6ｇ＋砂糖24ｇで代用できます。

●

誕
生
お
め
で
と
う

誕
生
お
め
で
と
う
!!!!

生まれてきてくれてありがと
う！早くお兄ちゃん達といっ
ぱい遊ぼうね！
佐藤 憲佳・玲央菜さん(沖）

 鼓
つ づ み

珠ちゃんへ

家族からのメッセージ

　令和８年１月に出生届けがありまし

た赤ちゃんをご紹介します。

生まれてきてくれてありがと
う！姉弟仲良く元気いっぱい
に育ってね！
下山 孝太・未優さん(みどり町）

翔
と う ま

真ちゃんへ

親にしてくれてありがとう！
元気に育ってね、私達の宝物！

赤城 宏平・莉穂さん(仲町）

 宝
ほ う の す け

乃助ちゃんへ

◎材料 （4 人分）

りんご ……………………… 1/2個

ホットケーキミックス …… 150g

卵 …………………………… 1個

牛乳 ………………………… 90㎖

グラニュー糖 ……………… 10g

バター ……………………… 10g
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